
川口市障害者活躍推進計画に基づく取組の実施状況(令和７年度) 

＜１ 計画に基づく取り組み結果＞ 

 １ 障害者の活躍を推進する体制の整備 
（１）「障害者雇用推進者」の選任 
   障害者雇用の促進及び障害のある職員が活躍できる職場環境の整備を図るため、
各部局の人事担当課長を「障害者雇用推進者」に選任した。

任命権者（部局） 障害者雇用推進者 
市長事務部局 職員課長
教育局 教育総務課長
上下水道局 上下水道総務課長
医療センター 病院総務課長

（２）「障害者職業生活相談員」の選任 
   各部局（各事業所）で障害のある職員が５人以上いる職場については、職業生活
に関する相談・指導を行う「障害者職業生活相談員」を選任した。 
原則として人事担当係長又は庶務担当係長を同相談員として選任した。

（３）相談窓口の設置 
   所属では対応等が難しい相談については、各部局の人事担当課職員が対応した。 

 ２ 職務の選定等 
  ・障害のある職員の配属先の検討にあたっては、一人ひとりの特性、能力や希望等を

把握し、本人に合った業務・職場への配置を行った。 
  ・アンケート等を通じて、障害のある職員に適した配属先の調査を実施した。 

３ 職場環境の整備 
・各部局の人事担当課職員や所属長は、障害特性等についての情報を共有し、適切
な支援や配慮を講じた。 

  ・障害のある職員が人事異動により職場が変わり、本人が希望する場合には、適宜
面談を実施し、状況の把握・体調配慮を行った。 



 ４ 職員の採用等 

（１）募集 
   ・職員採用説明会や職員採用案内等で、本市の障害者雇用の取組みを積極的に周知

した。 
・職場を体験できる職場実習などの受け入れを行った。 

（２）採用 
・受験者からの要望を踏まえ、障害特性に応じた合理的配慮を行った。 

  障害者採用試験 
試験実施年度 Ｒ3 Ｒ4 R5 R6 R7 
受験者 ２８ ２０ ３９ ２６ １９ 
合格者数 ２ ２ １ 1 １ 

※H31.1 試験より年齢要件の上限を３５歳から４５歳へ引き上げ 
※R1 試験より対象に精神障害者、知的障害者を追加 
（３）多様な勤務形態の検討 
    正規職員の採用に加え、会計年度任用職員の採用を実施した。 
（4） チャレンジ雇用 
   令和７年度もチャレンジ雇用事務補助員を1名採用し、市役所での日々の業務を通
じて就労スキルの向上を図る支援をした。 
（5） ハローワークマッチング事業 
   令和７年度も、ハローワークと連携し、見学会や実習をとおして職場と障害特性の
マッチングを行い、会計年度任用職員（フルタイム）として採用を実施した。 

 ５ 職員へのアンケート・意見聴取 
   障害のある職員の視点に立った働きやすい職場環境づくりを進めるため、全職員を
対象に任意のアンケートを実施した。 

 ［実施時期］令和 7年 11月 25日～令和 7年 12月 26 日 
 ［回答方法］ＬＯＧＯフォーム 



障害者活躍推進計画について知っているか。 

参考：（昨年度）「知っている」58％「知らない」42％ 

川口市役所は、障害のある職員にとって働きやすい職場だと思うか。 

参考：（昨年度）「そう思う」7％「どちらかというとそう思う」57％ 
「どちらかというとそう思わない」30％「そう思わない」6％ 

働きやすい職場だと思う点（複数回答可） 

参考：（昨年度）「庁舎などの環境」45％「相談体制」16％ 
「業務上の障害への配慮」37％「その他」2％ 

8% 60% 24% 8%

そう思う どちらかというとそう思う
どちらかというとそう思わない そう思わない

53% 47%
知っている 知らない

回答数  960
■   507
■ 453

回答数  960
■    77 
■   572 
■ 233 
■    78 

1%

31%

17%

51%

その他

業務上の障害への配慮

相談体制

庁舎などの環境 回答数  882 
■   448 
■   147
■ 275 
■    12



働きやすい職場だと思わない点（複数回答可） 

参考：（昨年度）「庁舎などの環境」40％「相談体制」17％ 
「業務上の障害への配慮」37％「その他」6％ 

川口市役所内で障害者雇用に関する理解が進んでいると思うか。 

参考：（昨年度）「そう思う」7％「どちらかというとそう思う」57％ 
「どちらかというとそう思わない」31％「そう思わない」5％ 

6% 57％ 30％ 7％

そう思う どちらかというとそう思う
どちらかというとそう思わない そう思わない

回答数  950
■    57 
■   542
■ 282 
■    69

7%

37%

15%

41%

その他

業務上の障害への配慮

相談体制

庁舎などの環境 回答数  461
■   185 
■    70 
■ 172 
■    34 



障害者雇用に関する理解を深め、雇用を拡大するためにどのような取り組みが有効だと 
思いますか。（複数回答可） 

参考：（昨年度）「障害のある方の職場実習」26％「短時間での雇用」27％ 
「庁内での情報交換」18％「障害への理解を深める研修の実施」29％ 
「その他」1% 

意見要望等 
・職場ごとに本人や上司が相談できるアドバイザーがいると良い。 
・障害者が一緒に働くために対応する職員へのサポート体制も充実させてほしい。 
・様々な課で現場実習を行うことで障害への理解が深まると思う。 

   ・組織として障害特性の引継ぎ方法などのマニュアルを整備してほしい。 
   ・通勤面について配慮が進むと良い。 
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回答数 1683
■  424 
■   437
■ 303 
■   488 
■    31



＜２ 目標と評価＞ 
 １ 雇用率に関する目標 
  障害者雇用促進法の改正により、令和６年度から法定雇用率の引き上げが行われ、令
和 7年度に除外率の引き下げがあった。国及び地方公共団体の法定雇用率は令和８年６
月 30 日までは２．８％とされているため、引き続き障害者雇用の推進及び計画的な採
用を行い、早期に法定雇用率の達成を目指す。 
  障害者雇用率 
（令和 7年６月１日現在の雇用率） 

任命権者 法定雇用率
法定雇用障害者数の算
定基礎となる職員数 

障害者の数 実雇用率 

市長事務部局 ２．８％  ４７４０．５   １１３ ２．３８％
※市長事務部局において一元的に職員の採用及び異動事務を行っており、雇用率の算定
上、各部局との合算が認められていることから（令和元年１２月２０日付けで埼玉労働局
から特例認定）各部局の障害者数を合算している。 

 ２ 定着率に関する目標 
採用後１年以内の職場の定着率については引き続き９０％以上の維持を目指す。 

  職場定着の状況 
（本市における障害のある職員の職場定着の状況） 
過去 10 年の採用 1年後の定着率（※１） 平均勤続年数（※２）

 ９４．７％ 8 年 10 月 
※１「障害者を対象とした職員採用試験」採用者（平成 27 年度～令和 6年度採用） 
※２「障害者を対象とした職員採用試験」採用者（令和 7年 6月 1 日現在の在職者） 


